
『
平
家
評
判
暇
類
』
は
『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』
に
つ
い
て
の
批
判
書

で
あ
る
。
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
序
に
「
雪
江
居
士
」
な
る
者
の
執
筆
が
あ

り
、
さ
ら
に
当
の
著
者
逸
竹
居
士
な
る
者
の
「
自
序
」
が
あ
誼

つ
い
で
「
凡
例
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
著
者
逸
竹
居
士
の
『
平
家
評
判

暇
類
』
に
お
け
る
編
集
方
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
平
家
物

（
２
）

語
評
判
」
に
つ
い
て
の
批
判
的
言
辞
が
る
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
主

要
な
批
判
的
言
辞
を
簡
略
に
要
約
し
て
み
よ
う
。

○
『
平
家
物
語
評
判
』
は
一
人
の
著
述
で
は
な
い
。
数
人
の
作
を
ま
と
め

て
後
校
考
し
た
も
の
で
あ
る
。
議
論
一
決
せ
ざ
る
所
が
多
い
。

○
正
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
私
意
多
き
所
も
あ
る
。
徳
を
談
ず
る
こ
と

は
疎
略
で
あ
る
。

○
引
用
書
物
ｌ
多
田
家
伝
、
秀
平
義
経
門
対
、
鬼
一
家
伝
以
下
の
伝
記
、

聞
書
き
は
皆
寓
言
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
っ
て

は
じ
め
に

『
平
家
物
語
』
の
受
容
と
変
容

「
平
家
物
語
」
の
受
容
と
変
容

ｌ
『
平
家
物
語
評
判
暇
類
』
を
中
心
に
Ｉ

ま
ず
巻
数
は
五
巻
五
冊
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
々
に
よ
っ
て
作
者
の
評
論

が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
、
今
数
字
に
よ
っ
て
示
す
。

巻
一

（
章
段
名
〉
〈
評
論
箇
所
の
数
〉

随
１

禿
童
２

吾
身
栄
花
２

妓
王
２

清
水
寺
炎
上
３

い
る
。

○
営
陣
、
行
伍
、
火
薬
、
器
械
等
上
代
に
な
い
物
を
取
り
出
し
議
論
し
て

い
る
。
こ
の
時
代
に
不
相
応
の
物
で
あ
る
。

以
上
こ
れ
ら
の
批
判
的
言
辞
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

｜
、
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
構
成 堀

竹
忠
晃

一

五



殿
下
乗
合

鵜
川
合
戦

座
主
流

小
松
教
訓

教
訓

蜂
火

新
大
納
言
死
去

徳
大
寺
厳
嶋
詣

善
光
寺
炎
上

許
文

御
産
巻巻

二

有
王
嶋
下

鴎医
師
門
答

無
文
沙
汰

燈
篭

金
渡

行
隆
沙
汰

源
氏
揃

競山
門
牒
状

大
衆
揃

21121211111 ２１５４

（
３
）

１
（
伝
）

１１１
（
伝
）

１２１

へへへ へ

伝伝伝伝
1ーー1

… …

へ

伝
1

…

橋
合
戦

三
井
寺
炎
上

都
遷
付
都
落
沙
汰

大
庭
早
馬

成
陽
宮

（
マ
マ
）

文
覚
強
行

勧
進
帳
付
准
淡
さ
れ

伊
豆
院
宣

冨
士
川
合
戦

新
院
崩
御

紅
葉

小
督

廻
文

巻
三

入
道
逝
去

経
嶋

祇
園
女
御

喘
洞
声

横
田
川
原
合
戦

北
国
下
向

竹
生
嶋
詣

火
燧
合
戦

倶
利
迦
羅
落

1111211211114３１１１３
（
伝
２
）

３２４
（
伝
２
）

３
（
伝
１
）

へへへ

伝伝伝
一11

ーー

へ

伝
一

（
伝
２
）

一
一
一
ハ



篠
原
合
戦

実
盛
最
後

主
上
都
落

忠
度
都
落

福
原
落

山
門
御
幸

那
都
羅

猫
間

水
嶋
合
戦

巻
四

瀬
尾
最
後

法
住
寺
合
戦

小
朝
拝

宇
治
川

河
原
合
戦

木
曽
最
後

三
草
勢
揃

三
草
合
戦

老
馬

一
二
懸

浜
軍

頸
渡

請
文

『
平
家
物
語
』
の
受
容
と
変
容

1 1 1 1 111226121

へ へ

伝 伝
一

1
ー

１
（
伝
）

１１
（
伝
）

１２
（
伝
１
）

１２１３
（
伝
１
）

高
野
巻
１

維
盛
出
家
１
（
伝
）

巻
五

藤
戸
２

大
嘗
会
沙
汰
１

逆
櫓
付
勝
浦
合
戦
６

大
阪
越
１

嗣
信
最
後
１
（
伝
）

那
須
与
一
１

遠
矢
１

先
帝
御
入
水
２

大
臣
殿
諌
罰
１

能
登
殿
最
期
１

平
大
納
言
文
沙
汰
１

吉
田
大
納
言
沙
汰
２

六
代
１

女
院
御
出
家
０

さ
て
、
こ
れ
を
十
二
巻
本
『
平
家
物
語
」
の
巻
数
区
分
に
直
し
て
み
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

瞳
～
鵜
川
合
戦
（
巻
二

座
主
流
～
善
光
寺
炎
上
（
巻
二
）

許
文
～
行
隆
沙
汰
（
巻
三
）

源
氏
揃
～
三
井
寺
炎
上
（
巻
四
）

一

七



逆
櫓
付
勝
浦
合
戦
～
能
登
殿
最
期
（
巻
十
二

平
大
納
言
文
沙
汰
～
六
代
（
巻
十
二
）

女
院
御
出
家
（
灌
頂
巻
）

巻
一
か
ら
巻
十
二
ま
で
の
巻
数
区
分
し
た
な
か
で
の
評
論
箇
所
の
数
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

巻
一
３
巻
八
胴

巻
二
叫
巻
九
胴

巻
三
ｕ
巻
十
７

巻
四
ｎ
巻
十
一
脚

巻
五
８

巻
十
二
４

巻
六
⑱
灌
頂
巻
０

巻
七
肥

さ
て
、
巻
五
の
「
伊
豆
院
宣
」
及
び
「
灌
頂
巻
」
の
段
で
『
平
家
物
語
評

判
』
と
関
係
の
な
い
、
著
者
独
自
の
評
論
は
数
字
に
入
っ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
『
暇
類
』
の
評
論
に
つ
い
て
は
『
平
家
物
語
評
判
』
の
「
評
」

の
部
に
関
す
る
批
判
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
の
分
類
区
分
を

見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
伝
」
の
部
に
対
す
る
評
は
ほ
と
ん
ど
僅
少
と
い

都
遷
～
富
士
川
合
戦
（
巻
五
）

新
院
崩
御
～
横
田
原
合
戦
金

北
国
下
向
～
福
原
落
（
巻
七
）

山
門
御
幸
～
法
住
寺
合
戦
金

小
朝
拝
～
浜
軍
（
巻
九
）

頸
渡
～
大
嘗
会
沙
汰
（
巻
十
） （

巻
六
）

へ

巻
八
一

さ
き
に
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
「
凡
例
」
を
紹
介
し
た
時
著
者
逸
竹
は
、

引
用
書
物
は
皆
寓
言
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
言
っ
た
が
、
再
度
確
認
し
た

い
・

引
き
用
類
記
録
多
田
家
伝
秀
平
義
経
問
対
教
経
景
清
問
答

源
成
翁
兵
話
鬼
一
家
伝
住
吉
昌
長
孝
文
等
其
余
の
伝
記
聞
書
皆
寓

言
な
り
。
今
按
に
是
等
の
記
多
く
は
東
鑑
に
よ
っ
て
出
入
し
擬
作
す
。

（
４
）

古
代
の
語
に
あ
ら
ず
。

こ
こ
で
『
平
家
物
語
評
判
』
が
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
す
『
多
田
家
伝
』

に
つ
い
て
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作
者
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
、
具
体
的
に

み
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
『
平
家
評
判
暇
類
」
巻
一
「
吾
身
栄
花
」
に
つ
い
て
の
評
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

多
田
家
伝
記
按
此
一
説
名
を
借
り
た
る
も
の
也
。
古
記
は
多
く
天

唾
か
り
こ
と
わ

官
の
書
な
り
。
然
る
に
此
謀
は
六
鞘
文
伐
十
二
節
の
法
を
取
て
和

ぞ
（
５
）

□
し
た
る
物
也
。

こ
こ
で
元
の
『
平
家
物
語
評
判
』
の
「
吾
身
栄
花
」
で
は
『
多
田
家
伝
記
』

は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
み
て
み
よ
う
。

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
か
な
ら
ず
し
も
『
平
家
物
語
評
判
』
の
「
評
」
や

「
伝
」
の
部
に
関
係
な
く
、
著
者
自
身
『
平
家
物
語
」
の
記
述
を
批
判
し
た

と
こ
ろ
も
わ
ず
か
な
が
ら
も
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
。

二
、
偽
書
説
に
つ
い
て

－

一

八



今
『
平
家
物
語
評
判
』
よ
り
当
該
部
分
を
引
用
す
る
。

多
田
家
伝
之
記
日
。
天
下
国
家
を
治
る
に
は
、
人
の
心
を
和
し
、
交

さ
と
つ
は
か
り

を
近
く
す
る
に
は
、
其
人
の
気
精
を
了
て
謀
を
用
ぺ
し
。
人
の
心
な

ニ
ハ

ト

ヘ
て
色
欲
ふ
け
り
安
し
。
是
十
人
に
八
人
は
是
を
も
っ
て
謀
の
便
す
。

故
に
実
子
の
娘
を
も
っ
て
是
を
嫁
し
、
実
子
な
き
時
は
養
子
を
も
つ
て

う
た
か
は
し
き

疑
敷
者
の
心
を
取
傾
く
し
。
其
外
家
子
郎
等
に
は
、
給
仕
の
女
を
も

め
あ
は

っ
て
是
に
妻
合
す
べ
し
。
其
外
四
方
に
網
を
か
け
て
是
を
と
れ
と
云
り
。

と
こ
ろ
で
、
『
多
田
家
伝
記
』
の
実
在
に
つ
い
て
は
岩
波
の
『
国
書
総
目

録
』
に
同
名
の
書
は
な
く
、
『
多
田
五
代
記
』
な
る
書
が
実
在
す
る
。
『
平
家

物
語
評
判
」
に
い
う
「
多
田
家
伝
記
』
と
『
多
田
五
代
記
」
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
今
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
四
十
四
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
多
田
五
代
記
」

（
軍
談
家
庭
文
庫
）
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
書
は
十
巻
よ
り
な
り
、
元
禄

（
６
）

四
年
の
刊
本
で
、
満
仲
よ
り
義
家
ま
で
源
家
五
代
の
事
蹟
を
叙
述
し
て
い
る
。

『
平
家
物
語
評
判
』
に
は
前
後
五
箇
所
に
わ
た
っ
て
、
『
多
田
家
伝
記
』
の

紹
介
記
事
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
既
存
の
『
多
田
五
代
記
』
に
は
そ
の
内
容

は
見
当
ら
な
い
。
あ
る
い
は
『
多
田
五
代
記
』
と
は
別
種
の
、
多
田
家
に
伝

わ
る
『
多
田
家
伝
記
』
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
多
田
家
に
伝
承
さ
れ
、
『
平
家

物
語
評
判
』
の
作
者
は
そ
れ
を
見
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
『
平
家
物
語
評

判
』
の
作
者
の
傾
向
と
し
て
、
こ
れ
は
ど
う
も
真
実
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

や
は
り
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作
者
の
い
う
よ
う
に
偽
書
と
考
え
た
方
が
よ

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
源
氏
の
多
田
家
に
は
兵
法
伝
来
の
伝
承
が
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

「
平
家
物
語
』
の
受
容
と
変
容

と
こ
ろ
で
、
「
多
田
五
代
記
』
に
は
兵
法
書
伝
来
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
診
へ
て
い
る
。

抑
此
の
軍
書
は
、
醍
醐
天
皇
の
御
時
、
延
喜
五
年
乙
丑
三
月
十
一
日

に
、
左
大
弁
宰
相
大
江
惟
時
に
命
じ
て
、
よ
き
儒
書
、
聖
経
、
賢
伝
兵

書
を
伝
へ
来
る
べ
し
と
て
、
沙
金
十
万
両
を
持
せ
て
異
朝
に
遣
し
給
ふ
。

惟
時
先
づ
金
五
万
両
を
唐
朝
の
天
子
昭
宣
帝
に
奉
り
兵
府
を
も
と
む
。

勅
命
に
依
り
て
さ
ま
か
、
の
儒
書
兵
書
こ
と
ハ
ー
に
相
伝
ふ
と
錐
も
、

言
語
株
偶
に
し
て
通
ぜ
ざ
れ
ぱ
、
此
書
通
暁
し
読
み
明
す
こ
と
能
は
ず
。

之
に
依
り
て
延
喜
五
年
よ
り
承
平
四
年
ま
で
、
三
十
年
間
留
学
し
て
、

先
づ
五
経
三
史
文
選
に
通
じ
て
、
経
書
三
史
の
成
功
に
依
り
て
軍
書
武

み
ん

経
の
明
法
を
著
す
。
五
代
に
入
っ
て
呉
越
の
王
元
堪
井
に
間
の
恵
宗
延

に
謁
見
し
て
九
経
を
求
め
得
て
、
朱
雀
院
の
承
平
四
年
甲
午
の
年
帰
朝

す
。
（
巻
第
一
「
満
仲
惟
時
よ
り
軍
書
を
伝
ふ
事
」
）

さ
て
、
天
皇
は
御
感
あ
っ
て
維
時
学
ぶ
と
こ
ろ
の
兵
法
を
武
士
に
伝
え
て

本
朝
の
宝
と
な
さ
ん
と
武
士
の
器
量
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
、
左
馬
守
満
仲
こ
そ

文
武
の
将
で
あ
る
と
し
て
、
大
江
惟
時
に
勅
命
を
下
し
、
八
幡
の
宝
前
で
潔

斎
す
る
こ
と
三
日
に
し
て
こ
れ
を
伝
え
た
が
、
唐
本
の
軍
書
で
あ
る
こ
と
か

ら
通
読
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
未
学
者
の
た
め
に
和
字
に
直
し
、
訓
と
仮

名
と
で
伝
え
た
の
で
満
仲
は
ひ
と
つ
と
し
て
通
達
せ
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
を
『
訓
閲
集
』
と
言
い
、
鞍
馬
の
毘
沙
門
天
王
の
宝
殿
に
蔵
め
た
が
、

鬼
一
法
眼
は
宝
殿
よ
り
申
お
ろ
し
、
こ
れ
を
秘
し
て
石
櫃
に
蔵
め
て
外
に
出

さ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
源
義
経
は
そ
の
こ
と
を
伝
え
聞
き
、
鬼
一
の
聟
と

な
っ
て
こ
れ
を
求
め
て
遂
に
平
氏
を
滅
亡
さ
せ
た
。
そ
の
後
武
田
家
、
細
川

一

九



家
、
小
幡
家
、
北
条
家
等
に
伝
え
た
と
い
う
。
今
の
七
書
、
六
鞘
三
略
、
孫

子
等
も
そ
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
。

大
江
維
時
が
兵
書
を
求
め
て
入
唐
し
た
と
い
う
記
録
は
、
そ
の
事
実
を
今

確
認
で
き
な
い
。
『
日
本
紀
略
』
を
は
じ
め
『
公
卿
補
任
』
『
尊
卑
分
脈
』
そ

の
他
の
史
書
、
記
録
類
に
も
入
唐
の
こ
と
は
一
切
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
た

だ
「
続
群
書
類
従
」
の
「
大
江
家
系
図
」
に
は
維
時
の
入
唐
及
び
兵
書
の
伝

授
の
こ
と
が
述
・
へ
ら
れ
て
い
る
。

維
時
（
参
議
右
大
弁
従
二
位
中
納
言
母
伊
勢
守
文
雄
女
。
醍
醐
天

皇
御
宇
延
長
元
年
五
月
入
唐
。
七
書
軍
勝
聞
伝
受
。
朱
雀
院
御
宇
承
平

帰
朝
。
同
五
年
始
調
文
選
・
）

こ
の
「
系
図
」
の
最
期
に
い
う
朱
雀
帝
承
平
五
年
に
は
じ
め
て
文
選
を
講

す
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
日
本
紀
略
』
の
同
年
十
一
月
条
に
「
文
章
博
士
大

江
維
時
始
講
二
文
選
ご
と
あ
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
さ
ら
に
さ
き
の
『
多
田

家
五
代
記
」
に
維
時
が
「
五
経
三
史
交
選
に
通
じ
て
」
と
あ
る
の
に
も
符
号

す
る
。こ

こ
で
さ
ら
に
問
題
に
な
る
の
は
大
江
維
時
と
源
満
仲
と
の
兵
書
を
通
じ

て
の
師
弟
関
係
で
あ
る
。
こ
の
説
話
の
由
来
は
何
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
れ
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
大
江
匡
房
と
源

義
家
の
兵
法
を
め
ぐ
る
説
話
が
大
き
く
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。

『
古
今
著
聞
集
』
巻
九
「
武
勇
第
十
二
」
に
あ
る
「
源
義
家
大
江
匡
房
に

兵
法
を
学
ぶ
事
」
の
説
話
が
そ
れ
で
あ
る
。
義
家
が
時
の
一
代
硯
学
大
江
匡

房
に
兵
法
を
学
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
永
保
の
後
三
年
の
役
の
時
、
雁
が
群
れ

飛
ん
だ
の
を
見
て
、
師
匡
房
の
言
葉
「
夫
軍
、
野
に
伏
す
時
は
、
飛
雁
つ
ら

を
や
ぶ
る
」
を
思
い
出
し
、
敵
の
背
後
を
味
方
の
軍
を
割
い
て
攻
め
、
戦
闘

に
勝
利
を
得
た
と
い
う
有
名
な
話
で
あ
る
。
こ
の
「
雁
の
飛
行
」
の
こ
と
は

『
孫
子
』
に
も
見
え
る
こ
と
か
ら
匡
房
は
、
『
孫
子
」
の
兵
法
書
を
読
ん
で

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

当
代
の
硯
学
匡
房
と
当
代
の
並
び
な
き
武
将
義
家
と
の
兵
法
を
め
ぐ
る
二

人
の
結
び
つ
き
を
語
る
説
話
の
一
大
影
響
力
が
後
世
の
武
勇
説
話
に
影
響

し
、
維
時
、
満
仲
の
兵
書
を
め
ぐ
る
師
弟
関
係
を
形
成
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。わ

が
国
へ
の
兵
書
の
伝
来
は
吉
備
真
備
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、

『
続
日
本
紀
』
の
淳
仁
天
皇
天
平
宝
字
四
年
十
一
月
十
日
条
に
「
授
刀
舎
人

春
日
部
三
関
、
中
衛
舎
人
土
師
宿
禰
関
成
ら
六
人
を
太
宰
府
に
遣
し
て
、
大

弐
吉
備
真
備
に
就
き
て
、
諸
葛
亮
が
八
陳
、
孫
子
が
九
地
と
結
営
向
背
と
を

習
は
し
む
」
と
い
う
記
録
に
よ
っ
て
も
確
か
め
得
る
。
ま
た
、
藤
原
佐
世
撰

に
よ
る
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
も
兵
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
兵
書
の
伝
来
は
確
認
で
き
る
。
勿
論
『
孫
子
』
以
下
の
兵
書
は
中
国
の

漢
文
で
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
判
読
は
漢
文
に
素
養
の
あ
る
漢
学
者
で

な
け
れ
ば
判
読
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
兵
書
を
必
要
と
す
る
が
漢
学
の
素
養

の
な
い
武
士
と
素
養
の
あ
る
漢
学
者
の
結
び
つ
き
は
、
あ
る
い
は
歴
史
上
必

然
的
で
自
然
な
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
背
景
も
手
伝
っ
て
、
さ
き
の
『
古
今
著
聞
集
』
の
武
勇
説
話
も
加
わ
り
、

維
時
と
満
仲
の
説
話
伝
承
は
生
ま
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

○



と
こ
ろ
で
さ
き
の
『
多
田
家
五
代
記
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
『
訓
閲
集
』
に

つ
い
て
、
貞
丈
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

一
訓
閲
集
と
云
書
あ
り
。
醍
醐
天
皇
の
御
時
、
大
江
維
時
入
唐
し
て

伝
来
た
る
軍
術
の
秘
書
也
。
其
書
は
今
は
伝
は
ら
ず
。
今
世
に
訓
閲
集

と
い
ふ
書
あ
り
。
是
は
後
の
人
の
偽
作
な
り
。
（
『
貞
丈
雑
記
』
十
六
書

籍
之
部
）

貞
丈
自
身
維
時
の
入
唐
を
信
じ
て
い
る
口
吻
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
さ
き
に

も
述
べ
た
よ
う
に
確
認
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
『
訓
閲
集
』
の
存
在
す
ら
維

時
の
作
と
は
断
じ
得
な
い
。
ま
し
て
後
世
の
『
訓
閲
集
』
は
貞
丈
の
い
う
よ

う
に
偽
作
で
あ
ろ
う
。

後
世
の
偽
作
と
も
い
う
べ
き
『
訓
閲
集
』
は
、
『
国
書
総
目
録
』
を
緒
け

ば
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
公
共
の
図
書
館
、
大
学
の
図
書
館
に
も
現
存
す
る
が
、

今
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
の
『
訓
閲
集
』
を
弊
見
し
て
み
よ
う
。
全
部

で
十
二
冊
、
い
ず
れ
も
江
戸
期
の
写
本
で
あ
る
。
『
訓
閲
集
』
の
中
の
一
冊

「
訓
閲
集
秘
術
」
の
奥
書
き
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

右
一
冊
者
従
六
孫
王
以
降
取
伝
テ
当
家
秘
術
之
貴
裡
紙
也
此
旨
可
守

可
察
者
也
穴
賢
千
金
莫
伝

貞
観
二

二
月
日従

三
位
前
伊
予
守
頼
義
朝
臣

従
三
位
大
膳
大
夫
頼
氏
朝
臣

従
三
位
伊
予
守
氏
隆
朝
臣

小
池
甚
之
函

『
平
家
物
語
』
の
受
容
と
変
容

貞
成

斎
藤
三
郎
左
衛

久
成

水
嶋
ト
也之

成

視
田
忠
大
夫

政
宥

及
川
源
五
兵
衛

広
之
（
花
押
）

文
化
十
三
丙
子
年
五
月
写
之

「
訓
閲
集
秘
術
」
の
書
写
者
で
あ
る
及
川
源
五
兵
衛
広
之
な
る
人
物
に
つ
い

て
は
未
詳
で
あ
る
。
源
氏
の
多
田
家
に
所
縁
の
あ
る
人
物
か
ど
う
か
も
不
明

で
あ
る
。
し
か
し
、
『
訓
閲
集
』
が
、
源
氏
の
多
田
家
も
関
与
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
さ
き
の
球
文
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

源
氏
の
多
田
家
が
兵
法
の
家
、
ま
た
は
兵
法
書
を
有
す
る
家
と
し
て
、
伝

承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
義
経
に
兵
法
を
教
え
た
と

さ
れ
る
鬼
一
法
眼
は
実
は
多
田
満
仲
の
末
男
の
子
孫
と
い
う
伝
承
も
あ
る
ほ

ど
で
あ
る
。

。
◎

一
八
幡
太
郎
大
江
の
匡
房
に
伝
受
の
三
略
の
法
を
以
て
、
軍
法
射
礼

数
男
子
に
可
し
伝
機
非
ず
と
て
、
紀
州
熊
野
山
江
其
壱
巻
を
納
む
ゆ
へ
に

絶
ず
。
是
も
三
略
を
以
て
種
と
し
て
、
鬼
一
は
其
頃
源
氏
支
流
の
者
に

て
、
軍
法
者
な
り
。
多
田
満
仲
の
末
男
出
家
し
て
伊
予
国
に
居
・
伊
予

の
阿
閣
梨
と
い
ふ
、
其
子
孫
鬼
一
に
て
、
渠
も
予
州
よ
り
出
て
、
熊
野

一
一
一
一



ま
で
学
修
行
す
。
（
「
軍
法
兵
道
之
次
第
」
『
玉
露
燈
話
』
十
四
）

ま
た
、
さ
き
の
『
多
田
五
代
記
』
の
「
満
仲
惟
時
よ
り
軍
書
を
伝
ふ
事
」

に
小
幡
上
総
守
の
家
臣
岡
本
喜
庵
な
る
も
の
が
、
多
田
家
伝
来
の
「
箕
壁
大

星
術
」
を
用
い
て
、
大
い
に
勝
利
を
得
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
大
星
の

術
に
関
す
る
書
物
が
兵
法
書
と
し
て
存
在
す
る
。
『
多
田
家
大
星
之
伝
来
」

と
題
す
る
写
本
で
あ
る
。
現
在
大
阪
市
立
大
学
図
書
館
森
文
庫
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
奥
書
き
に
よ
る
と
、
天
明
五
年
正
月
書
写
者
・
新
川
盛
周
の

署
名
が
あ
る
。
高
橋
勝
与
が
新
川
盛
周
に
授
け
た
由
の
記
載
が
あ
る
。

『
多
田
家
大
星
之
伝
来
』
に
よ
る
と
、
大
星
は
神
代
よ
り
始
ま
り
、
神
武

天
皇
が
こ
と
に
大
星
の
策
を
用
い
た
こ
と
は
日
本
紀
に
も
見
え
、
後
代
に
は

朝
廷
よ
り
多
田
満
仲
へ
と
伝
授
が
あ
り
、
代
々
多
田
家
が
大
星
を
相
伝
し
た

こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
大
星
は
「
ウ
カ
ノ
ミ
タ
マ
ト
訓
ス
ー
ー
と
言
い
、

「
秘
訓
」
と
い
う
。

こ
こ
に
い
う
記
事
の
内
容
の
真
偽
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。
後
日

を
期
し
た
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
多
田
家
が
兵
法
の
家
と
し
て
世
間
に
喧

伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
・
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
『
平

家
物
語
評
判
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
『
多
田
家
伝
記
』
な
る
も
の
も
創
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

他
に
『
平
家
物
語
評
判
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
兵
法
書
は
『
鬼
一
伝
記
』

「
義
経
佐
藤
嗣
信
問
答
』
『
義
経
秀
平
問
答
』
等
多
種
存
在
す
る
が
、
こ
の

よ
う
な
問
答
類
や
伝
記
類
に
関
す
る
も
の
は
、
さ
き
の
『
多
田
家
伝
記
』
の

類
と
同
種
の
も
の
と
見
な
し
て
よ
く
、
偽
書
類
、
あ
る
い
は
『
平
家
物
語
評

判
』
作
者
の
創
作
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

『
平
家
評
判
暇
類
』
の
歴
史
的
意
識
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

①
北
条
時
政
、
天
下
の
風
儀
を
窺
わ
ん
が
た
め
に
、
佐
々
木
四
郎
高
綱
等
を

遣
わ
す
こ
と
に
つ
い
て
の
評

ま
ず
『
平
家
物
語
評
判
』
の
記
す
と
こ
ろ
を
見
て
み
よ
う
。

伝
日
。
北
条
時
政
、
天
下
の
風
儀
を
う
か
宜
は
ん
が
為
に
。
信
吉
高

↓
喪
つ
り
》
－
し
」

綱
両
人
を
も
っ
て
上
京
せ
し
め
、
平
家
の
政
を
み
せ
し
め
給
ひ
け

る
に
、
こ
の
両
人
洛
中
に
遊
行
し
て
、
し
る
し
帰
る
日
記

嘉
応
元
年
二
月
七
日
覚

以
上
何
ヶ
条
か
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
「
覚
」
な
る
も
の
を
記
し
て
い
る
。

今
主
要
な
も
の
を
記
載
し
て
み
よ
う
。

○
三
月
二
日
清
盛
一
院
を
恨
奉
る
事
有
と
云
々
意
趣
し
ら
ず

○
同
四
日
院
中
の
公
卿
、
平
家
追
討
の
企
有
と
も
申
。
亦
四
国
に
一
撲
有

と
云
々
・

○
院
方
の
雲
客
。
井
京
中
の
女
子
ま
で
平
家
を
う
と
み
そ
し
る
事
の
み
、

日
々
に
沙
汰
す
る
事

○
源
三
位
頼
政
を
小
松
殿
う
た
が
ひ
思
は
れ
け
る
由
の
事
。
井
其
気
の
発

相
数
多
有
事
（
巻
一
之
下
「
殿
下
乗
合
」
）

こ
れ
ら
一
連
の
「
平
家
物
語
評
判
』
の
「
覚
」
に
対
し
て
、
『
平
家
評
判

暇
類
』
の
作
者
は
ど
う
評
し
て
い
る
か
。

按
に
是
寓
言
な
り
。
佐
々
木
四
郎
高
綱
頼
朝
の
義
兵
を
掲
げ
給
ふ
を

聞
て
治
承
四
年
八
月
十
七
日
末
の
刻
、
佐
々
木
太
郎
定
綱
、
同
二
郎
綱

三
、
歴
史
的
意
識
に
つ
い
て

一
一
一
一
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高
、
同
三
郎
盛
綱
、
同
四
郎
高
綱
兄
弟
四
人
鎌
倉
に
参
着
す
と
吾
妻
鑑

に
見
え
た
り
。
然
る
に
嘉
応
元
年
二
月
七
日
覚
云
と
有
る
事
、
年
数
拾

一
年
の
違
い
有
。
是
大
な
る
虚
説
也
。
（
巻
第
一
「
殿
下
乗
合
」
）

こ
れ
だ
け
で
は
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作
者
の
い
う
『
平
家
物
語
評
判
』

の
「
虚
説
」
と
い
う
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作

者
の
思
考
を
作
者
に
そ
っ
て
敷
術
す
る
と
こ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

佐
々
木
兄
弟
が
頼
朝
の
挙
兵
を
聞
い
て
駆
け
つ
け
た
の
は
治
承
四
年
八
月

十
七
日
末
の
刻
で
あ
っ
た
。
「
覚
」
の
記
録
は
そ
の
時
よ
り
十
一
年
前
の
出

来
事
で
あ
る
・
十
一
年
前
に
佐
々
木
高
綱
が
頼
朝
や
北
条
時
政
に
同
心
し
て
、

平
氏
の
動
向
を
探
る
ほ
ど
の
行
動
力
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
八
月
九
日
の
記
事
に
佐
々
木
源
三
秀
義
の
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
定
綱
、
高
綱
等
の
父
で
あ
る
が
、
平
治
の
乱
以
後

源
氏
の
旧
好
を
忘
れ
ず
に
、
ま
た
平
家
の
権
勢
に
お
も
ね
ら
ず
、
相
伝
の
地
、

佐
々
木
庄
を
交
替
さ
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
子
息
一
同
を
引
き
連
れ
て
奥
州
に

赴
こ
う
と
し
た
途
次
、
相
模
国
に
到
っ
た
が
、
渋
谷
庄
司
重
国
は
秀
義
の
勇

敢
に
感
じ
て
佐
々
木
一
家
を
彼
の
許
に
居
住
せ
し
め
て
二
十
年
の
月
日
が
経

過
し
た
。
そ
の
間
子
息
定
綱
、
盛
綱
は
頼
朝
の
輩
下
に
属
し
た
と
い
う
。
以

上
の
記
録
か
ら
考
え
る
と
、
佐
々
木
一
族
は
平
治
の
乱
以
後
、
一
貫
と
し
て

心
を
頼
朝
に
つ
く
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
と
す
れ
ば

嘉
応
元
年
の
時
点
で
も
佐
々
木
の
頼
朝
に
対
す
る
忠
誠
心
は
何
ら
変
わ
ら
な

か
っ
た
と
思
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
『
平
家
評
判
暇
類
」
の
推
測
は
成
立

し
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
私
は
別
の
理
由
に
よ
り
高
綱
等
の
遊
行
は
虚
構

『
平
家
物
語
」
の
受
容
と
変
容

で
あ
ろ
う
と
思
う
。

そ
れ
は
北
条
時
政
の
動
向
で
あ
る
。
頼
朝
の
監
視
役
と
し
て
の
時
政
が
頼

朝
に
心
を
許
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
時
政
の
娘
で
あ
る
政
子
と
頼
朝
が
結
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
永
原
慶
二
氏
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
間
に

愛
情
が
培
わ
れ
た
の
は
祐
親
の
娘
と
の
事
件
の
後
「
な
に
が
し
か
の
時
日
が

（
７
）

た
ち
、
も
は
や
治
承
元
年
（
二
七
七
）
を
迎
え
よ
う
と
す
る
こ
ろ
」
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
嘉
応
元
年
の
時
点
で
時
政
が
頼
朝
に
味
方
し
て
、
平
氏
の

動
向
を
探
る
と
い
う
の
は
お
か
し
な
話
で
あ
る
。
あ
る
い
は
時
政
は
将
来
を

見
越
し
て
平
家
の
動
向
を
探
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
、
こ
の
時
点
で
は
早
計

に
過
ぎ
る
。
ま
た
、
『
平
家
物
語
評
判
』
に
よ
れ
ば
、
清
盛
と
院
と
の
不
仲
、

さ
ら
に
院
の
近
臣
ば
か
り
で
な
く
、
京
中
の
庶
民
ま
で
が
平
氏
を
疎
ん
じ
た

と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
清
盛
が
一
院
を
恨
ん
だ
こ
と
に
つ

い
て
は
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作
者
は
、
「
高
倉
の
宮
御
謀
叛
初
は
鹿
が
谷

談
合
の
後
こ
そ
清
盛
恨
奉
る
事
有
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
歴
史
を
正

確
に
認
識
し
た
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
『
平
家
物
語
評
判
』
の
説
の
虚
構

で
あ
る
根
拠
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
が
、
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作
者
に
関
す
る

こ
と
に
限
定
し
て
お
く
。

②
文
覚
を
頼
朝
の
軍
師
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
評

ま
ず
『
平
家
物
語
評
判
』
に
は
そ
の
こ
と
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

伝
日
。
高
倉
宮
、
領
旨
を
頼
朝
に
下
し
給
ひ
て
よ
り
以
来
、
軍
師
に

は
高
尾
の
文
覚
、
住
吉
小
大
夫
昌
長
、
万
合
戦
の
計
略
を
伝
申
。
（
巻

五
之
上
「
大
庭
早
馬
」
）

一
一
一
一
一
一



こ
れ
に
「
平
家
評
判
暇
類
』
は
ど
う
述
べ
て
い
る
の
か
。

按
三
局
雄
文
覚
上
人
を
軍
師
と
せ
ら
る
る
頼
朝
な
ら
ば
頼
朝
の
兵
法

甚
浅
随
な
る
も
の
な
り
。
此
僧
流
刑
に
罹
っ
て
潜
に
上
り
院
宣
を
乞
ひ

請
て
頼
朝
に
授
け
し
処
を
見
る
に
生
質
豪
強
に
し
て
、
世
を
軽
く
お
も

ふ
気
情
有
り
。
然
と
も
俗
法
師
に
て
真
の
沙
門
の
法
に
あ
ら
ず
。
東
鑑

に
軍
の
談
合
評
定
の
と
き
、
文
覚
一
つ
の
助
言
見
え
ず
。
然
れ
ば
是
偽

也
。
（
巻
第
二
「
大
庭
早
馬
」
）

こ
の
と
こ
ろ
は
『
平
家
評
判
暇
類
」
の
作
者
の
い
う
通
り
で
あ
る
。
『
吾

妻
鏡
』
は
も
と
よ
り
『
平
家
物
語
』
に
も
文
覚
が
頼
朝
の
軍
師
的
存
在
で
あ

っ
た
と
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
『
平
家
物
語
評
判
』
の
創

作
で
あ
ろ
う
。

③
兵
法
用
語
に
関
し
て

ま
ず
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
批
評
に
目
を
通
し
て
み
よ
う
。

伝
云
合
戦
終
て
佐
藤
四
郎
兵
衛
忠
信
九
郎
義
経
に
問
ひ
奉
り
け
る
と

云
々按

此
記
元
よ
り
後
の
作
文
な
れ
ば
、
今
評
す
る
に
も
不
し
及
・
然
れ

ケ
ン
ミ

れ
ど
も
甚
可
レ
笑
事
有
り
。
内
々
平
家
検
見
を
出
し
、
追
々
に
敵
の
去

来
を
窺
ふ
と
云
々
。
先
つ
検
見
遠
候
見
分
な
ん
ど
云
ふ
事
、
近
き
比
よ

キ
カ
ヌ

コ
コ

リ
起
れ
り
。
源
平
の
合
戦
の
時
分
名
も
不
問
事
な
れ
ば
、
宴
に
て
は
平

家
に
か
き
ら
ず
。
此
備
無
き
と
て
誹
誇
す
る
も
大
二
無
理
也
。
（
巻
第

三
「
主
上
都
落
」
）

さ
き
の
『
平
家
評
判
暇
類
』
に
「
伝
云
」
と
し
て
略
述
し
て
い
た
内
容
を

実
際
の
原
典
で
あ
る
『
平
家
物
語
評
判
』
の
「
伝
」
部
か
ら
少
し
引
用
し
て

み
よ
う
。

伝
日
。
合
戦
終
て
、
佐
藤
四
郎
兵
衛
忠
信
。
九
郎
義
経
に
間
奉
り
け

る
は
、
木
曽
殿
都
に
攻
入
給
ふ
時
、
平
家
敵
を
敗
べ
き
謀
候
は
ん
や
。

義
経
日
。
合
戦
の
位
、
此
時
平
氏
の
負
軍
也
。
さ
れ
ど
も
謀
を
廻
さ
れ

ば
、
一
往
は
勝
く
し
。
先
木
曽
越
前
の
国
府
に
有
内
に
、
内
々
平
家
検

見
を
出
し
て
、
追
々
に
敵
の
去
来
を
窺
、
軍
勢
を
四
方
八
面
に
か
く
し

置
：
．
．
（
以
下
略
）
（
巻
第
七
之
下
二
門
都
落
」
）

『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作
者
は
、
こ
の
と
こ
ろ
以
外
で
も
「
検
見
」
に
類

す
る
語
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
近
き
世
よ
り
起
こ
っ
た
こ
と
だ
と
し
て
い

ア
（
〕
◎

モ
ノ
ミ

○
斥
候
を
用
事
応
仁
乱
以
後
の
事
な
れ
ば
庄
司
が
遺
言
に
可
し
有
も
の
な

ら
ず
。
是
偽
也
。
（
巻
第
一
二
富
士
川
合
戦
」
）

、
、

○
物
見
と
云
ふ
名
目
も
古
代
に
な
き
事
也
。
（
巻
第
三
「
福
原
落
」
）

さ
て
、
こ
の
「
物
見
」
の
類
に
関
す
る
用
語
を
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作

者
は
応
仁
の
乱
以
後
と
い
っ
た
り
、
近
き
頃
よ
り
起
こ
っ
た
と
い
う
が
、
果

た
し
て
そ
う
で
あ
る
の
か
、
今
検
証
し
た
町
↑

た
と
え
ば
『
令
義
解
』
（
巻
一
、
職
員
令
）
に
は
「
大
国
、
守
一
人
：
：

其
陸
奥
出
羽
越
後
等
国
、
兼
知
二
饗
給
：
：
征
討
。
斥
候
一
（
謂
付
遂
也
。
言

候
二
遂
於
非
常
一
也
）
」
と
あ
り
、
ま
た
『
令
集
解
』
（
巻
六
、
職
員
令
）
に
「
大

国
：
：
伴
云
、
檀
興
律
主
将
守
レ
城
条
云
、
若
連
二
接
憲
賊
至
被
診
遣
二
斥
侯
聿

不
レ
覚
二
賊
来
一
者
、
徒
二
年
」
と
あ
る
．
い
ず
れ
も
敵
情
を
偵
察
す
る
意
味

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』
に
も
「
斥
候
」
の
語
は
見
え
て
お
り
、

四



古
代
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

○
二
年
の
春
正
月
の
甲
子
の
朔
に
、
賀
正
礼
畢
り
て
、
即
ち
改
新
之
詔
を

宣
ひ
て
日
は
く
（
中
略
）
其
の
一
、
一
蝉
日
は
く
、
初
め
て
京
師
を
修
め
、

う
か
み

畿
内
国
の
司
・
郡
司
・
関
塞
・
斥
候
・
防
人
・
騨
馬
・
伝
馬
を
置
き

（
以
下
略
）
（
孝
徳
天
皇
、
大
化
二
年
正
月
、
『
日
本
書
紀
』
）

○
或
い
は
人
有
り
ｒ
奏
し
て
日
さ
く
、
「
近
江
京
よ
り
、
倭
京
に
至
る
ま

う
か
み

で
に
、
処
々
に
候
を
置
け
り
。
（
天
武
天
皇
、
元
年
五
月
、
『
日
本
書

紀
』
）

○
己
卯
、
勅
し
て
日
は
Ｋ
、
「
狂
賊
常
を
乱
し
て
辺
境
を
侵
し
擾
す
．
峰

せ
き
こ
う

燧
虞
多
く
し
て
、
斥
候
守
を
失
ふ
。
（
光
仁
天
皇
、
宝
亀
十
一
年
五
月

十
六
日
、
『
続
日
本
紀
』
）

さ
ら
に
中
世
に
至
っ
て
、
た
と
え
ば
『
太
平
記
』
に
「
斥
候
」
の
語
が
見

』
え
て
い
｝
つ
。

○
（
前
略
）
楠
帯
刀
正
行
・
舎
弟
正
時
・
和
田
新
兵
衛
高
家
・
舎
弟
新
発

意
賢
秀
、
究
寛
ノ
兵
三
千
余
騎
ヲ
卒
シ
テ
、
霞
隠
レ
ョ
リ
碁
直
二
四
条

縄
へ
押
寄
せ
、
先
斥
候
ノ
敵
ヲ
懸
散
サ
バ
：
：
（
以
下
略
）
（
「
四
条
縄

手
合
戦
事
付
上
山
討
死
事
」
巻
第
二
十
六
）

以
上
か
ら
考
え
る
と
、
「
斥
候
」
及
び
そ
れ
に
類
す
る
語
は
、
『
平
家
評
判

暇
類
』
の
作
者
の
い
う
よ
う
に
応
仁
の
乱
以
後
に
始
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は

近
世
よ
り
使
用
さ
れ
出
し
た
兵
法
用
語
で
は
な
く
、
既
に
古
代
よ
り
使
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
単
に
用
語
例
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
実
際
の
戦

闘
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
歴
史
的
意
識
に
欠
け
る
。

確
か
に
『
平
家
物
語
』
に
は
、
「
斥
候
」
の
語
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、

『
平
家
物
語
』
の
受
容
と
変
容

ま
た
そ
れ
に
類
す
る
語
は
な
応
缶
し
か
し
、
「
斥
候
」
と
い
う
兵
法
が
あ
の

源
平
時
代
の
実
際
の
戦
い
の
場
で
、
戦
略
的
に
全
く
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と

は
思
え
な
い
。
た
と
え
ば
屋
島
の
戦
い
で
、
全
軍
出
撃
の
前
日
、
嵐
が
よ
う

や
く
ひ
か
え
目
に
な
っ
た
時
を
つ
い
て
、
荒
波
を
乗
り
切
っ
て
出
撃
し
た
義

経
の
少
数
の
先
遣
部
隊
は
「
斥
候
」
と
言
え
な
く
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。

敵
情
を
偵
察
す
る
と
と
も
に
敵
の
虚
を
つ
く
奇
襲
を
敢
行
し
た
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
「
斥
候
」
的
要
素
を
も
っ
た
部
隊

と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、
古
来
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
兵
法
書
・
『
六

霜
」
に
「
遠
候
」
語
が
見
え
る
。

太
公
日
「
凡
帥
レ
師
之
法
、
当
下
先
発
一
還
候
、
圭
敵
二
百
里
、
審

知
中
敵
人
所
上
在
。
（
『
絶
道
」
第
三
十
九
、
虎
餡
）

『
平
家
評
判
暇
類
』
の
人
物
評
判
に
つ
い
て
述
。
へ
た
い
。
い
っ
た
い
『
平

家
評
判
暇
類
』
は
総
体
と
し
て
『
平
家
物
語
』
の
登
場
人
物
に
対
し
て
、
か

一
ｍ
）

な
り
柔
軟
な
寛
容
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
以
前
に
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る

が
、
再
度
評
論
し
た
い
。

①
頼
政
の
辞
世
の
歌

ま
ず
『
平
家
物
語
評
判
』
は
ど
う
い
っ
て
い
る
か
。

頼
政
最
後
の
歌
に
、
埋
木
の
花
さ
く
事
も
な
か
り
し
に
、
み
の
な
る

四
、
人
物
評
論
に
つ
い
て

三

五



は
て
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
と
つ
ら
ね
給
へ
る
事
、
誠
に
此
人
若
年
よ
りげ

に

歌
の
道
を
好
み
、
世
に
も
う
た
よ
む
人
の
数
に
つ
ら
な
り
給
へ
り
。
実

か
坐
る
時
ま
で
も
思
ひ
出
さ
れ
け
る
事
、
い
と
や
さ
し
き
に
似
た
り
。

然
ど
も
此
歌
、
下
の
句
に
身
の
な
る
果
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
と
つ
ら
ね

給
へ
る
事
、
源
氏
一
方
の
大
将
軍
た
る
べ
き
人
の
末
期
の
一
句
に
は
宜

し
か
ら
ず
。
埋
木
の
花
さ
く
事
も
な
か
り
し
に
、
み
の
な
る
果
は
武
士

の
道
と
、
こ
の
心
に
つ
ら
ね
給
ひ
な
ぱ
い
み
じ
か
る
べ
き
か
。
（
巻
第

四
之
下
一
橋
合
戦
」
）

次
に
『
平
家
評
判
暇
類
』
で
は
ど
う
か
。

按
に
此
評
判
は
此
書
一
部
の
中
に
て
殊
に
勝
れ
て
の
不
出
来
千
万
言

語
道
断
あ
し
き
評
な
り
。
（
中
略
）
然
る
に
み
の
な
る
果
は
武
士
の
道

と
翻
案
す
る
事
、
和
歌
の
道
に
く
ら
き
の
み
か
は
、
武
の
道
に
も
く
ら

き
評
な
り
：
：
か
く
死
に
望
て
も
本
心
を
不
し
失
し
て
三
十
一
文
字
を

つ
ら
ね
給
ふ
は
一
生
の
行
状
首
尾
全
体
室
に
括
襄
せ
り
。
是
全
く
遺
恨

述
懐
に
非
ず
。
生
死
一
如
法
界
遊
戯
三
昧
的
の
歌
な
り
。
（
以
下
略
）

（
巻
第
二
「
橋
合
戦
」
）

こ
の
よ
う
に
『
平
家
物
語
評
判
』
編
著
者
の
批
判
を
厳
し
く
批
評
し
、
こ

の
よ
う
に
下
の
句
を
改
作
す
る
こ
と
は
頼
政
の
心
を
知
ら
ぬ
の
み
な
ら
ず
、

上
の
句
に
も
「
連
続
せ
ず
」
と
糾
弾
し
て
い
る
。
『
平
家
物
語
評
判
』
は
よ

く
『
平
家
物
語
』
の
登
場
人
物
を
批
評
す
る
が
、
こ
れ
は
『
平
家
評
判
暇
類
』

の
作
者
の
い
う
よ
う
に
最
も
あ
し
き
評
で
あ
ろ
う
。

②
高
倉
天
皇
の
紅
葉
を
愛
で
る
こ
と
及
び
童
女
の
主
人
の
衣
裳
を
盗
ま
れ
た

こ
と
に
対
し
て
天
皇
、
自
分
の
不
徳
を
嘆
く
こ
と

ま
ず
一
割
平
家
物
語
評
判
』
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
林
間
に
酒
を
あ
た
た

め
て
、
紅
葉
を
焼
く
詩
を
高
倉
天
皇
が
思
い
出
し
、
か
え
っ
て
殿
守
の
御
奴

が
天
皇
の
叡
感
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
は
「
是
賢
王
の
御
気
情
た
り
」

と
高
倉
天
皇
に
讃
辞
を
呈
し
つ
つ
、
紅
葉
を
愛
で
る
こ
と
が
長
年
続
く
こ
と

に
対
し
て
難
じ
て
い
る
。

年
月
紅
葉
を
愛
し
給
ひ
、
も
み
ぢ
山
を
つ
き
給
ふ
事
然
診
へ
か
ら
ず
。

上
に
事
を
愛
し
起
ぱ
、
必
下
に
苦
、
費
多
き
も
の
な
り
。
（
中
略
）

（
巻
第
六
之
上
「
紅
葉
」
）

ま
た
、
童
女
の
衣
裳
を
盗
ま
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
『
平
家
物
語
評
判
』

は
ど
う
か
。童

女
の
盗
人
に
主
の
衣
裳
を
奪
と
ら
れ
て
、
叫
声
を
聞
召
て
、
其
故

を
糺
さ
れ
て
、
是
朕
が
不
徳
故
也
と
て
そ
の
色
の
絹
を
彼
女
に
下
さ
れ

け
る
事
、
賢
才
少
ざ
る
者
也
。
一
重
の
衣
の
天
下
を
助
る
徳
有
く
し
。

さ
れ
ど
も
此
君
は
小
善
の
志
は
お
は
し
ま
せ
と
も
、
い
ま
だ
大
善
の
志

ま
し
ま
さ
ぬ
に
よ
っ
て
、
皆
婦
人
の
仁
に
し
て
其
化
世
に
少
。
（
巻
第

六
之
上
「
紅
葉
」
）

こ
れ
に
対
す
る
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
評
。

按
に
承
安
の
比
は
御
齢
十
歳
計
と
有
れ
は
、
か
く
幼
主
に
て
渡
ら
せ

給
ふ
い
わ
け
な
き
御
計
心
も
紅
葉
に
め
で
さ
せ
ま
し
ノ
、
け
る
は
流
石

万
乗
の
主
た
る
御
器
量
有
り
。
た
と
ひ
是
よ
り
大
な
る
事
を
す
き
翫
ぱ

せ
給
ふ
と
も
幼
君
な
れ
ば
是
を
話
な
り
と
い
ふ
も
忍
刻
な
る
評
也
。
（
中

略
）
却
て
叡
感
成
し
は
誠
に
稀
代
の
事
共
也
。
童
女
の
叫
ぶ
声
を
聞
召

そ
の
意
趣
を
間
し
召
衣
裳
を
給
は
る
の
み
な
ら
ず
。
夜
陰
な
れ
ば
と
て

一
二
一
ハ



官
人
を
し
て
送
届
さ
せ
給
ふ
前
後
の
首
尾
大
慈
大
悲
賢
徳
の
君
な
り
。

然
る
に
此
評
判
堯
舜
の
古
き
た
め
し
を
引
て
、
小
智
小
善
の
君
な
り
と

い
ふ
事
、
誠
に
恐
多
き
批
判
也
。
（
巻
第
二
「
紅
葉
一
）

相
当
に
痛
烈
な
る
批
判
を
『
平
家
物
語
評
判
』
に
浴
び
せ
て
い
る
。
そ
し

て
高
倉
院
が
壮
年
時
代
に
世
間
に
徳
の
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
は
、
一
左
右
の

近
臣
そ
の
人
な
き
故
」
と
断
じ
て
い
る
。
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作
者
の
高

倉
帝
に
対
す
る
寛
容
な
る
精
神
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

時
と
し
て
『
平
家
物
語
評
判
』
の
編
著
者
は
、
時
と
場
と
を
考
え
ず
に
批

判
す
る
悪
い
癖
が
あ
る
。
た
と
え
ば
仲
国
が
小
督
を
訪
ね
て
来
る
よ
う
に
高

倉
院
か
ら
命
じ
ら
れ
た
時
、
仲
国
は
院
に
諌
言
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
作
者
は
そ
れ
を
難
じ

て
次
の
よ
う
に
語
る
。

按
に
批
評
を
考
ふ
る
に
批
評
作
る
人
は
市
人
か
。
籾
は
百
姓
な
る
ベ

セ
ウ
シ
ン

タ
イ
シ
ン

し
。
（
中
略
）
小
臣
は
小
臣
の
職
あ
れ
ば
大
臣
を
さ
し
置
き
、
小
臣
さ

え
ぎ
り
て
諫
を
奉
る
役
な
ら
ず
。
（
巻
第
二
「
小
督
」
）

ま
こ
と
に
妥
当
な
意
見
と
い
え
る
。
し
か
し
、
人
物
評
論
と
い
う
も
の
は
、

あ
る
点
で
は
主
観
的
に
な
り
勝
ち
で
あ
り
、
相
対
的
な
意
味
し
か
な
い
も
の

で
あ
る
も
の
の
、
『
平
家
評
判
暇
類
』
の
評
は
『
平
家
物
語
評
判
』
に
比
べ

れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
寛
容
の
精
神
に
富
む
も
の
と
い
え
よ
う
か
。

、
王

色
。
〃
ヴ（

１
）
本
論
文
に
お
い
て
底
本
と
す
る
『
平
家
物
語
評
判
理
類
』
は
五
巻
五
冊

の
京
都
大
学
図
書
館
所
蔵
の
板
本
で
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
の
受
容
と
変
容

（
２
）
『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』
を
『
平
家
物
語
評
判
』
と
以
下
略
称
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
お
い
て
『
平
家
物
語
秘
伝
抄
』
の
本
文
は
、
大
阪
府

立
図
書
館
蔵
の
無
刊
記
の
板
本
で
あ
る
。
な
お
そ
れ
以
外
に
天
理
図
書
館
、

駒
沢
大
学
・
沼
沢
文
庫
、
秋
田
県
立
図
書
館
所
蔵
の
写
本
等
を
参
照
し
た
。

い
ず
れ
近
い
う
ち
に
そ
れ
ら
の
諸
本
系
統
論
を
発
表
す
る
つ
も
り
で
い

ヲ
（
》
。

（
３
）
「
伝
」
と
あ
る
の
は
『
平
家
物
語
評
判
』
の
「
伝
」
の
部
に
つ
い
て
の

『
平
家
評
判
暇
類
』
作
者
の
評
論
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
す

。
へ
て
『
平
家
物
語
評
判
』
の
「
評
」
に
関
す
る
『
平
家
評
判
暇
類
』
作
者

の
評
論
で
あ
る
。
以
下
は
同
じ
。

（
４
）
私
意
に
よ
り
区
読
点
を
つ
け
加
え
た
。
以
下
同
じ
。

（
５
）
一
宇
の
漢
字
は
不
明
。
ふ
り
仮
名
は
「
ぞ
」
と
読
め
る
。

（
６
）
巻
末
に
瀧
川
昌
楽
庵
の
賊
文
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
此
の
多
田
五

代
記
十
巻
は
摂
北
多
田
兵
部
の
家
に
蔵
す
る
処
年
尚
し
」
と
あ
る
。
し
か

し
、
当
該
書
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
仮
托
の
書
な
ら
ん
」
と
あ
る
。

（
７
）
源
頼
朝
（
岩
波
新
書
）
Ⅲ
「
配
流
の
時
代
」

（
８
）
以
下
『
古
事
類
苑
』
（
兵
事
部
一
、
兵
法
）
を
参
照
し
た
。

（
９
）
「
物
見
」
と
い
う
語
は
あ
る
が
、
車
の
物
見
に
使
わ
れ
て
い
る
語
で
あ

る
。

（
旧
）
弓
平
家
物
語
』
の
受
容
と
変
容
ｌ
『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』
「
伝
」

の
部
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
論
究
日
本
文
学
一
九
九
六
年
五
月
）

（
ほ
り
た
け
．
た
だ
あ
き
華
頂
女
子
高
校
教
諭
）

七


